
私立学校デジタル教育環境整備費助成事業 

【参考①】 

◆アクセスポイント(AP)とスイッチ(SW)の申請における対象適否の判断 

 

【AP】授業および授業準備に利用するアクセスポイント→対象 

→以下の図では、  が対象の AP／  が対象外の AP と仮定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【SW】各スイッチがつながる APの対象割合によって対象適否が変動する。 

    →SWがつながる APの過半数が対象の場合、 該当の SWは対象。 

     SWがつながる APの過半数が対象外の場合、該当の SWは対象外。 

 

※配置図の確認が重要となります。 

配置図に“配線”を記載していただきますようお願いいたします。 

 

 

 

１－１ １－２ １－３ 音楽室 

２－１ ２－２ ２－３ PC教室 

３－１ ３－２ ３－３ PTA室 

生徒指導室 準備室 職員室 機械室 

基幹 SW(学校全体に係る)は 

管理用機器とみなし、対象外 

過半数が対象外の APにつながる 

フロア SWは、対象外 

過半数が 

対象の APに 

つながる 

フロア SWは 

対象 

SW 

SW 

SW 

SW 

SW 


